
【第１０回】

2024年8月30日に、当事務所主催 独占禁止法プラクティス・

グループ［独禁法セミナー 第１０回］を開催いたしました。

テーマ：押さえておきたい最新の独禁法・下請法運用のトレンド

～令和5年度の公正取引委員会による独禁法・下請法

運用状況等の公表資料を踏まえて～

講師：南部 利之
（元公正取引委員会事務総局審査局長、当事務所アドバイザー、

独占禁止法プラクティス・グループ・アドバイザー）

進行・質疑対応：向 宣明
（当事務所パートナー弁護士、

独占禁止法プラクティス・グループ・リーダー）



丸ビルカンファレンス（Ｒｏｏｍ４）

2024年（令和6年）8月30日 (金)14：00～

桃尾・松尾・難波法律事務所

アドバイザー 南部 利之

桃尾・松尾・難波法律事務所主催
独占禁止法プラクティス・グループ［独禁法セミナー 第10回］

押さえておきたい最新の独禁法・下請法運用のトレンド
～令和5年度の公正取引委員会による独禁法・下請法
運用状況等の公表資料を踏まえて～
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１．「令和5年度における独占禁止法違反事件の処理状
況について」（令和6年5月28日）などを踏まえて

２．「令和5年度における下請法の運用状況及び中小事
業者等の取引公正化に向けた取組」（令和6年6月5日）な
どを踏まえて

３．「独占禁止法に関する相談事例集（令和5年度）」（令
和6年6月13日）などを踏まえて

４．「令和５年度における企業結合関係届出の状況及び
主要な企業結合事例について」（令和6年7月5日）などを
踏まえて



「令和６年４月公表「公正取引委員会の最近の活動状況」より
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「デジタル化等社会経済の変化に対応した競争政策の積極的な推進に向けて」より



１．「令和5年度における独占禁止法違反事
件の処理状況について」（令和6年5月28日）
などを踏まえて
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事件端緒の状況
課徴金減免申請件数の推移

申告件数の推移

調査協力減算制度の適用状況

課徴金減免制度の適用状況
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排除措置命令4件
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確約計画の認定5件
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確約計画の認定5件
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（参考）確約手続を適用した事件一覧
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今後の確約手続における対応について（事務総長定例記者会見：令和６年７月３日）

１．確約措置の履行期間

これまで、すべての事案について、確約措置の履行期間は３年間。
今後、事案の実態を踏まえながらも、原則として少なくとも５年間以上の履行期間を想定。

（参考）「確約手続に関する対応方針」(3) 確約措置 イ確約措置の典型例；
「・・措置実施の確実性を満たすために、確約措置の内容ごとに実施期限を設定する必要がある」

２．確約措置の履行確保

これまで、確約措置全体の履行について、基本的に当該事業者が自ら履行し、それを公取委
に報告するという形。今後、外部専門家による監視を積極的に活用。

（参考） 「確約手続に関する対応方針」(3) 確約措置 イ（ｷ）履行状況の報告；

「・・確約措置の履行状況について、被通知事業者又は被通知事業者が履行状況の監視等を委託した独立した第三者（公正取引委員会が
認める者に限る。）が公正取引委員会に対して報告することは、措置実施の確実性を満たすために必要な措置の一つである」

３．公取委による履行状況の確認

市場への影響、社会的影響などの大きな事案などについて特に必要があると判断される場合、公取委
自ら、独占禁止法第68条（3項：確約計画認定後、措置が講じられているかどうかを確かめるために必要な強制処分規定）に基づ
く同法第47条の調査権限の規定を適用し、直接の関係者のみならず、取引先事業者や競合他社などに
対しても、履行状況の確認などを行うことで、その措置の確実な履行確保を図る。
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警告 3件
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（参考）不当廉売への取組
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注意・打切り 3件

・ オーケー株式会社による納入業者に対する競合店対抗値下げ補填の要請への対応について
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優越タスクフォースの取組状況

 優越的地位の濫用に該当するおそれがあるとして６７件の注意。令和５年度に優越タスクフォースにおいて注意を行った事案の平均処理
期間は約３９日（前年度は約６０日）。



２．「令和5年度における下請法の運用状況
及び中小事業者等の取引公正化に向けた取
組」（令和6年6月5日）などを踏まえて
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（1）下請法の運用状況
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○ 手形が下請代金の支払手段と
して用いられる場合の従来の指導
基準（繊維業90日、その他業種
120日を超える手形は割引困難手
形）の変更（令和６年４月３０日）
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原状回復額の推移
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勧告事件 13件
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減額1,2
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減額3,4



42

減額5,6
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不当な経済上の利益提供要請（金型）1
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不当な経済上の利益提供要請（金型）2
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不当な経済上の利益提供要請（金型）3
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不当な給付内容変更及び不当なやり直し



47

購入・利用強制
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㈱ビックモーター及び㈱ビーエムハナテンに対する勧告等

（下請事業7名 ）（下請事業者1名） （下請事業5名 ）

○ 勧告対象行為は以下。加えて、発注書面交付義務違反、書類作成・保存義務違反、報告命令違反、支払遅延、遅延利息不払いについて指導。



（2）中小事業者等の取引公正化に向けた取組
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２．「令和5年度における下請法の運用状況

及び中小事業者等の取引公正化に向けた取
組」（令和6年6月5日）などを踏まえて
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「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正（令4.1、令 6.5）による「買いたたき」の解釈の明確化

下請法4条1項5号 「下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金
の額を不当に定めること。」

５ 買いたたき

（1）「通常支払われる対価」とは、当該給付と同種又は類似の給付

について当該下請事業者の属する取引地域において一般に支払

われる対価（以下「通常の対価」という。）をいう。ただし，通常の対

価を把握することができないか又は困難である給付については，例

えば，当該給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合に

は，次の額を「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額

」として取り扱う。

ア 従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い下請

代金の額

イ 当該給付に係る主なコスト（労務費、原材料価格、エネルギーコ

ス ト等）の著しい上昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交

渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考

えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置

かれた下請代金の額

（2）次のような方法で下請代金の額を定めることは、買いた

たきに該当するおそれがある。

ア（略）

イ 量産期間が終了し、発注数量が大幅に減少しているにも

かかわらず、単価を見直すことなく、一方的に量産時の大量

発注を前提とした単価で下請代金の額を定めること。

ウ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇

分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場

において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を

据え置くこと。

エ 労務費、原材料価格，エネルギーコスト等のコストが上昇し

たため、下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかか

わらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で下請

事業者に回答することな く、従来どおりに取引価格を据え置く

こと。

オ、 カ、 キ、ク、ケ、コ（略）
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「独占禁止法上の『優越的地位の濫用』に係るコスト上昇分の価格転嫁の取組に関する特別調査」（R5.12.27）

【取引部企業取引課優越的地位濫用未然防止対策調査室】
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R4年調査の際の事業者名公表13名に対するフォローアップ調査の結果

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（R5.11.29 内閣官房・公取委）

発注者 【行動①：本社（経営トップ）の関与】、【行動②：発注者側からの定期的な協議の実施】、【行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること】

【行動④：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと】、【行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと】、【行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること】

受注者 【行動①：外部相談窓口の活用】、【行動②：公表資料を根拠資料に用いる】 、【行動③：優位な値上げ要請タイミング】、【行動④：発注者から価格を提示され

るのを待たずに自ら希望する額を提示】 双方 【行動①：定期的なコミュニケーション】 、【行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管】

 事業者名公表13 名は、進捗の程度に差があるものの、いずれも、フォローアップ調査の期間中における価格転嫁円滑化の取組により
、全体としては価格転嫁円滑化を相当程度進めていた。

（R5.11.28公表）

 今後の取組 ： 公正取引委員会は、今般の特別調査の結果を踏まえ、次の取組を行っていく。

○ 独占禁止法Q&Aの考え方、特に、受注者からの価格転嫁の要請の有無に関わらず、価格転嫁の必要性について価格交渉の場において明示的に協議する必要があることについ

て、更なる周知。

○ 上記「事業者名の公表に係る方針」に基づき、相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認された場合は、独占禁止法第43条の規定に基づき、その事業者

名を公表する方針で個別調査を実施。

○ 下記「労務費転嫁交渉指針」を踏まえた価格転嫁円滑化に関する調査の継続実施及び注意喚起文書を送付された8,175社に対するフォーローアップ調査の実施。
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1. 荷主と物流事業者との取引に関する調査結果

【取引部企業取引課優越的地位濫用未然防止対策調査室】

・ 書面調査対象事業者 荷主：30,000 名 物流業者40,000 名

・ 荷主121 名に対する立入調査を実施

・ 独占禁止法上の問題につながるおそれのあった荷主573 名に対し、具体的

な懸念事項を明示した注意喚起文書を送付

2． 荷主と物流事業者との取引に関する優越的地位濫用事案の処理状況

【審査局管理企画課優越タスク】

・ 優越的地位の濫用につながるおそれがあるとして、17件の注意

 「不当な給付内容の変更及びやり直し」が最も多く、次いで「代金の減額」 、

「不当な経済上の利益の提供要請」

物流特殊指定（荷主と物流業者間の取引における優越的地位濫
用を規制するための告示）（H18.3.27）

令和５年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査
結果と優越的地位の濫用事案の処理状況 （R6.6.6）



３．「独占禁止法に関する相談事例集（令和5
年度）」（令和6年6月13日）などを踏まえて
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事例集掲載相談事例 １１件
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 当該輸送用機械の４社の市場シェア合計は約 90 ％

○ 本件新技術基礎研究の共同実施・研究成果共有により、本件新技術

に係る技術市場における競争を実質的に制限しない。

・ 本件新技術研究開発の競争者の存在； 4社製造以外の輸送用機械

業界においても国内外で行われている。

・ 共同研究の必要性； １社単独で取り組むのが困難な本件共同研究

は技術革新を促進し、競争促進効果を有する。

・ ４社以外の事業者も本件組合に参加可能

・ 本件共同研究とは別に、４社が単独で又は他の事業者と共同で、本件

と同様の研究を行う又は本件以外の研究を行うことは制限されない。

・ 参加事業者以外の事業者も、本件研究成果を無償又は合理的な対価

で利用可能

○ 当該輸送用機械市場における競争を実質的に制限しない。

・ 特定の製品開発を対象としない； 本件共同研究の対象範囲は本件新

技術の基礎研究に限られ、実施期間も５年限定であることから、4社間で

製品開発競争が損なわれる可能性は低い。

〇 カーボンニュートラル実現に向けた３つの共同行為

(a) アンモニア等を燃料とする共同発電設備の設置・利用、アンモニア等の

共同購入、不要発電設備等の計画的廃棄

(b) バイオマス等を用いた製品原材料の共同購入、当該製品の共同生産

(c) 排出二酸化炭素の共同回収、燃料・原材料への再利用又は貯留

は、5社が周南コンビナー トにおいて製造する製品のコストに影響を与える

取組であるが、競争を実質的に制限しない。

・ 5社の製品が競合しない； 周南コンビナートにおいて5社の製造する製

品の多くは競合関係にない。

・ 競合製品の全国市場におけるシェアは低い； 共同行為による競争制限

効果が見込まれない。

○ アンモニア、バイオマス等の購入市場における競争を実質的に制限し

ない。

・ 本件共同行為によって購入されることが想定されるアンモニア、バイオ

マス等の量は供給量に比して限定的

・ アンモニア、バイオマス等の購入市場の競争は、世界的なカーボンニ

ュートラルの動きによって活発になることが見込まれる
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 当該電気機器販売市場における12社のシェア合計は約95％

○ 本件団体の共同設立により、12社の当該電気機器販売市場における

競争を実質的に制限しない。

・ 12社は独立した競争単位として販売活動を継続； 12社は廃棄処理業

務に必要となる最小限の情報のみを本件団体に提供し、本件団体は、提

供された情報を、12社が相互に知り得ることのないよう、情報遮断措置を

適切に講じる。

〇 当該電気機器の所有者に対する廃棄物処理業務の提供市場におけ

る競争を実質的に制限しない。

・ 当該電気機器廃棄物処理業務提供に係る12社の合計シェアは小さい。

・ 産業廃棄物処理業者の当該電気機器廃棄処理業務の提供についての

供給余力は十分。

○ 当該電気機器廃棄処理業務の調達市場における競争を実質的に制

限しない。

・ 当該電気機器廃棄処理業務調達に係る12社の合計シェアは小さい。

・ 産業廃棄物処理業者は12 社以外から当該電気機器廃棄物処理業務

を受託できる。

 当該加工食品の製造販売分野における４社の市場シェア合計は約 75％。

 附帯作業の実施の有無及びその内容は、同加工食品販売における４社の

競争手段の一つ。

〇 本件付帯作業の見直し取組み共同宣言は独禁法上問題とならない。

・ 本件取組は価格、数量等重要な競争手段を制限しない。

・ ４社はそれぞれ見直しの内容を独自に決定 し、小売業者との間で独自に

交渉を行うものであり、需要者の利益を不当に害しない。

・ 本件取組は、物流の2024年問題への対応という社会公共的な課題につい

て、国が策定したガイドラインを踏まえて行うものであり、社会公共的な目的

等正当な目的に基づくものであり 、また、当該目的において合理的に必要と

される範囲内のもの。

⇒ 営業方法に関する制限であり、その競争制限効果は高くなく、需要者の

利益を不当に害するものでない、また、社会公共目的達成のため合理的に必

要とされる範囲のものといえることから、独禁法上問題とならない、との判断。
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〇 団体による自主規制活動である本件取組は独禁上問題とならない。

・ 本件取組により、工期の長期化・費用の高額化の可能性があることから

、競争制限的効果が見込まれるが、週休二日を前提とした工期と費用に基

づく見積書は、初回の見積書に限られ、それ以降の発注者等との交渉や契

約の内容を統一するものではなく、需要者の利益を不当に害しない。

・ 本件取組は、建設業における時間外労働上限規制の適用への対応とし

て、国が促している取組内容にも沿ったものであるため、社会公共的な目

的に基づく取組であり、当該目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内

のものである。

・ 会員間で不当に差別的な内容ではなく、また、連合会は、会員に対して

、本件取組の遵守を強制することはしない。

⇒ 競争制限効果は見込まれるが、社会公共目的達成のため合理的に必

要とされる範囲のものであることを勘案すると、競争の実質的制限には当

たらず、独禁法上問題とならない、との判断。

 当該工業製品の製造販売市場における2社の合計シェアは約 60％

〇 2社による原材料の共同購入は、原材料購入市場における競争を実質

的に制限しない。

・ 日本国内の原材料の購入市場における2社の合計シェアは10％未満

〇 2社による当該工業製品のＯＥＭ供給は 、同工業製品の製造販売市場

における競争を実質的に制限しない。

① 2社が当該工業製品の販売価格等をある程度自由に左右できる状況に

はない（cf.単独行動による競争制限）。

・ 当該工業製品の需要量は減少傾向にあるため、需要者からの競争圧力

が生じていること

・ 他に約30％のシェアを有する有力な競争事業者が存在すること

・ 当該工業製品よりも年間供給量が多い他の工業製品による隣接市場から

の競争圧力があること

② 2社は、本件取組開始後においても、それぞれ独自に当該工業製品を販

売し、互いの販売価格、販売数量、取引先等には一切関与しない（cf.協調的

行動による競争制限） 。

・ 2社は、互いに当該工業製品のＯＥＭ供給価格や製造数量等の情報が2

社の販売部門等に共有されないように情報遮断措置を講じる。



61

 工業会会員中小事業者は価格転嫁方法についての知識や価格転嫁のた

めの算定等を行う人手不足などの事情から、価格転嫁の交渉の申入れが

なされず、価格転嫁が進まない状況が発生している。

〇 工業会が、原材料価格、エネルギー価格及び物流費それぞれについて、

新聞、ウェブサイト等で公表されている市況情報の推移を、統計データとして

取りまとめ、会員が当該データなどを用いて、コスト上昇分を価格転嫁するた

めの取引先に対する要請額を容易に算出することができる、算出手順例を公

表することは、独禁法問題とならない。

・ 工業会が当該算出手順を使用することを会員に強制するものではない。

・ 市況情報の推移の調査対象は、いずれも公表されているもの。

・ 公表される算出手順は、通常考えられる要請額の算出手順を例示する

ものに過ぎず、 具体的な価格等を示すものではない。

（参考） 事業者団体ガイドライン第２－ 1 0 －４（原価計算の一般的な方法の作成等）。

中小事業者の団体が、中小事業者に対して、原価計算や積算について標準的な項目を掲げた一般

的な方法を作成し、これに基づいて原価計算や積算の方法に関する一般的な指導又は教育を行うこ

とは、事業者間に価格等重要な競争手段の具体的な内容について共通の目安を与えるようなことの

ないものに限り、原則として独占禁止法上問題とならない

 落札した農産物出品者が非登録出品者であった場合、落札者は一

定の範囲を超えて仕入税額控除ができず、課税出品者である場合

よりも、落札者が納税する消費税の額は増加することになる。

〇 本件取組は、事業者団体が事業者として事業（競り）を行うもので

あるところ、特定の出品者に対し、取引の条件又は実施について、不

当に不利な取扱いをするものではないので、不公正な取引方法に当

たらない。

・本件取組は落札前に出品者が非登録出品者であることを出品情報

資料に明示することで、落札者の消費税の納税額を予見させるもので

合理的な理由がある。

・ また、課税出品者か非登録出品者の違いによって仕入税額控除が

可能となる範囲が異なることに伴う正当なコスト差が生じ得ることを示

すに過ぎないことから、非登録出品者の競争機能に直接かつ重大な

影響を及ぼすとまではいえない。



４．「令和５年度における企業結合関係届出
の状況及び主要な企業結合事例について」（
令和6年7月5日）などを踏まえて
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（注）「買収に係る対価の総額が400
億円超と見込まれる場合等は公取委
への相談が望まれる（R元．12.17）」
とされる。
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企業結合関係届出の状況

令和5年度に審査を終了した企業結合案件のうち以下の審査手法を用いたものの件数
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ご清聴ありがとうございました

桃尾・松尾・難波法律事務所

アドバイザー（独占禁止法プラクティスグループ）

南部 利之

〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目1番地

麹町ダイヤモンドビル

電 話 03-3288-2080
ﾌｧｸｼﾐﾘ 03-3288-2081
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独占禁止法関連
 国内外の行政・刑事違反事件調査対応、不服申立て対応、関連する自主的社内調査対応（課徴
金減免申請、司法取引等の手続対応を含む）、事後的な法令遵守の維持向上のための措置・活
動対応

 M&A・業務提携等に関する分析検討、企業結合規制手続対応
 流通戦略、知財戦略等に基づく取引先との契約交渉、締結・履行等に際しての分析検討
 他事業者による違反事案対応（公正取引委員会に対する申告、民事提訴等）

セミナー開催／社内研修講師

M&Aにおける対象会社の独占禁止法リスクの検証

コーポレート法務関連
 有事対応に関する事後検証（再発防止策、役員責任等）
 コンプライアンス体制・内部統制システム整備
 適時開示対応

特殊な事業分野の独占禁止法適用除外

契約法務関連
 不公正な取引方法、下請法対応

広告審査

 景表法対応
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国内外のカルテル事案や流通戦略に基
づく取引行為・その他事業活動に対す
る独占禁止法違反（行政・刑事）の嫌
疑の調査／国内外の事業提携や企業結
合審査案件／第三者委員会の委員就任
など、有事対応への事後検証や再発防
止体制の立案策定／同法違反に起因す
る民事責任を巡る係争対応等。2016年2
月～17年3月：公正取引委員会「独占禁
止法研究会」会員（裁量型課徴金制度
を含む課徴金制度の在り方について）
／19年7月～競争法フォーラム常務理事
・事務局長／20年9月～日本弁護士連合
会司法制度調査会・商事経済部会副部
会長（独禁法関連担当）

向 宣明
MUKAI, Nobuaki

弁護士登録以来、談合・カルテル事件
について、リニエンシー・取消訴訟等
を常に手掛けるほか、企業結合・事業
提携に関する業務も取り扱う。談合・
カルテル等の企業不祥事を含む事件処
理や役員責任に関する相談も数多く経
験している。金融庁への出向経験を有
しており、企業開示や取引所関連の相
談にも対応する。
2009年4月～10年9月：金融庁総務企画
局市場課専門官
第一東京弁護士会総合法律研究所会計
・監査制度研究部会副部会長、同金融
商品取引法研究部会員

森口 倫
MORIGUCHI, Rin

1998年4月～2005年3月ソニー株式会社
勤務（法務部、知的財産渉外部他）
競争法フォーラム会員、第一東京弁護
士会総合法律研究所独禁法研究部会員
、同知的所有権法部会員 国内外の数
多くのカルテル・談合事案に携わり、
主にリニエンシーを含む当局対応や民
事賠償対応を手掛ける。クロスボーダ
ーの企業結合や不公正な取引方法に関
する案件の他、景表法、下請法等に関
する案件についても日常的にアドバイ
スを行っている。

小林 崇
KOBAYASHI, Takashi

弁護士登録以降、数多くの国内外の企
業に対して、談合・カルテル調査、国
内外の企業結合審査、流通・販売政策
や業務提携、知的財産権のライセンス
に関する助言等を行っている。プラン
トエンジニアリング、製薬、医療機器
といった取引分野に精通し、コーポレ
ートガバナンスや人事政策に関する相
談にも常時対応している。国内金融機
関法務部や公共設備エンジニアリング
企業法務部への出向経験も有する。

杉本 亘雄
SUGIMOTO, Nobuo

1982年4月公正取引委員会事務局入局／
2019年7月審査局長を最後に公正取引委
員会事務総局退官の後、同年12月桃尾
・松尾・難波法律事務所入所／04年4月
～07年6月官房国際課長として、また11
年8月～16年6月官房審議官（国際担当
）として海外競争当局等とのバイ・マ
ルチの業務を統括／11年1月～8月審査
局犯則審査部長として犯則事件を統括
／02年7月～04年4月取引部消費者取引
課長として景品表示法行政を担当

南部 利之
NAMBU, Toshiyuki

国内金融機関法務部、公共設備エンジ
ニアリング事業者法務部、海外ファッ
ションブランド事業者法務部への出向
経験がある。第一東京弁護士会総合法
律研究所独禁法研究部会員。
国内外カルテル事案のほか、契約法務
に関連して、不公正な取引方法に関す
るアドバイスや下請法、景表法等に関
する相談にも様々対応している。

石川 由佳子
ISHIKAWA,  Yukako 

第二東京弁護士会経済法研究会会員
外資系法律事務所在籍時より、国内外
の企業結合事案やカルテル・談合事案
に従事。労働法案件を数多く手掛け、
従業員による企業不祥事事案において
助言を行うほか、日常的に、景表法や
下請法等に関する助言も行っている。

橘川 裕樹
KIKKAWA, Hiroki

競争法フォーラム会員
国内外のカルテル・談合に関するリ
ニエンシー申請、民事賠償対応等に
携わる。デジタル・プラットフォー
ム分野を含む独禁法に関する相談や
、景表法・下請法に関する相談にも
日常的に対応している。刑事専門事
務所に在籍した経歴があり、経済事
件を含む刑事事件に関する豊富な経
験を有する。

田中 翔
TANAKA, Sho

パートナー

カウンセルアドバイザー
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丸ビルカンファレンス（Ｒｏｏｍ４）

2024年（令和6年）8月30日 (金)14：00～

桃尾・松尾・難波法律事務所

弁護士 向 宣 明

桃尾・松尾・難波法律事務所主催
独占禁止法プラクティス・グループ［独禁法セミナー 第10回］

押さえておきたい最新の独禁法・下請法運用のトレンド
～令和5年度の公正取引委員会による独禁法・下請法
運用状況等の公表資料を踏まえて～

補足資料
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追加資料１

「令和5年度における下請法の運用状況及び
中小事業者等の取引公正化に向けた取組」
（令和6年6月5日）関連

企業取引研究会の開催について
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追加資料２

「独占禁止法に関する相談事例集（令和5年
度）」（令和6年6月13日）関連

相談事例９ 事業者団体による会員の価格
転嫁交渉を促すため、取引先に対する要請
額の算出手順の例を公表する取組
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 工業会会員中小事業者は価格転嫁方法についての知識や価格転嫁のた

めの算定等を行う人手不足などの事情から、価格転嫁の交渉の申入れが

なされず、価格転嫁が進まない状況が発生している。

〇 工業会が、原材料価格、エネルギー価格及び物流費それぞれについて、

新聞、ウェブサイト等で公表されている市況情報の推移を、統計データとして

取りまとめ、会員が当該データなどを用いて、コスト上昇分を価格転嫁するた

めの取引先に対する要請額を容易に算出することができる、算出手順例を公

表することは、独禁法問題とならない。

・ 工業会が当該算出手順を使用することを会員に強制するものではない。

・ 市況情報の推移の調査対象は、いずれも公表されているもの。

・ 公表される算出手順は、通常考えられる要請額の算出手順を例示する

ものに過ぎず、 具体的な価格等を示すものではない。

（参考） 事業者団体ガイドライン第２－ 1 0 －４（原価計算の一般的な方法の作成等）。

中小事業者の団体が、中小事業者に対して、原価計算や積算について標準的な項目を掲げた一般

的な方法を作成し、これに基づいて原価計算や積算の方法に関する一般的な指導又は教育を行うこ

とは、事業者間に価格等重要な競争手段の具体的な内容について共通の目安を与えるようなことの

ないものに限り、原則として独占禁止法上問題とならない

 落札した農産物出品者が非登録出品者であった場合、落札者は一

定の範囲を超えて仕入税額控除ができず、課税出品者である場合

よりも、落札者が納税する消費税の額は増加することになる。

〇 本件取組は、事業者団体が事業者として事業（競り）を行うもので

あるところ、特定の出品者に対し、取引の条件又は実施について、不

当に不利な取扱いをするものではないので、不公正な取引方法に当

たらない。

・本件取組は落札前に出品者が非登録出品者であることを出品情報

資料に明示することで、落札者の消費税の納税額を予見させるもので

合理的な理由がある。

・ また、課税出品者か非登録出品者の違いによって仕入税額控除が

可能となる範囲が異なることに伴う正当なコスト差が生じ得ることを示

すに過ぎないことから、非登録出品者の競争機能に直接かつ重大な

影響を及ぼすとまではいえない。



【以下、本セミナー（第9回）資料より抜粋】

なぜ、「競合の機微情報の提供（共有） 」がポイントになるのか

In re: RealPage, Inc., Rental Software Antitrust Litigation 
(No. II)

2023 U.S. Dist. LEXIS 230200
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請求の不記載を理由とする却下の申し立てに耐えるためには、訴状には「申立人が救済を受ける権利を有

することを示す、簡潔かつ平易な請求の記述」が含まれていなければならない（Fed.R. Civ.P. 8(a)(2)）。却下

の申し立てを検討する際、裁判所は、原告に最も有利な観点から訴状を解釈し、訴状のすべての十分な事

実主張を真実として受け入れ、原告に有利なすべての合理的推論を導かなければならない。

訴状における事実の主張は、どのような請求が主張されているかを被告に通知するのに十分である必要が

あり、原告は、法的請求がもっともらしくなるように、すなわち、単に可能性がある以上の「十分な事実関係」

(“’sufficient factual matter’ to render the legal claim plausible”)を主張しなければならない。

事件の却下申立段階において、シャーマン法第1条の主張は、（共謀の）合意がなされたことを示唆するの

に十分な事実関係（それを真実とみなしたとき）を含む訴状を必要とする。

合意を推認するもっともらしい根拠を探すことは、弁論段階で「蓋然性」(probability)の要件を課すものでは

なく、単に、証拠開示によって違法な合意の証拠が明らかになるという合理的な期待を抱かせるに足る十分

な事実を求めるものである。

ディスカバリーの恩恵を受けた後の略式判決では、その責任はより重くなる。その際、原告は、共謀者とさ

れる者が単独で行動した可能性を排除する傾向のある証拠を提示しなければならない。

「合法的な行為の可能性を排除する事実」を主張することが要求されるのであれば、私的な原告の訴状で（

シャーマン法）第1条違反を主張できるものはほとんどないだろう。結局のところ、理性的な人間は公然と陰謀

を企てたりはしないし、原告が証拠開示の前に陰謀でない説明の可能性を排除するような事実情報を持って

いる可能性は極めて低い。
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シャーマン法第1条に基づく主張については、原告は3つの要素を主張しなければならない：

(1)2つ以上の別個の事業体の間に契約、結合、または共謀が存在すること、

(2)それが不当に取引を制限するものであること、

(3)州際通商または外国通商に影響を及ぼすものであること。

垂直的、水平的、およびハイブリッドなハブ＆スポークの共謀は、直接証拠または情況証拠によって主張するこ

とができる。直接証拠は、明示的であり、主張されている命題や結論を立証するために推論を必要としない。合

意の要素は、 . . .ほとんど常に情況証拠によって立証される。共謀者が違法な合意の記録を作成することはめっ

たにないため、 . . .ほとんど常に情況証拠によって立証される。情況証拠には、並行行為と少なくとも一つの「プ

ラス要因」の両方が含まれていなければならない。

意識的な並列性、すなわち（自己の）価格や生産量の決定に関して、集中度が高まっている市場において、経

済的利益を共有し、相互依存を認識する企業が共通の反応をすることがあるとしても、それ自体違法ではない。

従って、並行行為は（違法性の認定に）必要ではあるが、それだけでは共謀の合意を主張するには十分ではない

。

第6巡回区は、並行行為と組み合わされた場合、反トラスト法上の共謀をもっともらしく推論させるいくつかの「プ

ラス要因」を認めている：(1)被告らの行動が、単独で行われた場合、自らの経済的利益に反するかどうか、(2)被

告らの行動が一様であったかどうか、(3)被告らが共謀の疑いに関する情報を交換したか、または交換する機会

があったかどうか、(4)被告らが共謀する共通の動機を持っているかどうか。

第6巡回控訴裁は、これらのプラス要因のうち、特に第一の、「被告らの行動が、単独で行われた場合、自らの

経済的利益に反するかどうか」を最も重視している。
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「裁判所は、RMS の各顧客である被告が、RealPageが水平的な競合他社に同じデータを要求し、競合他社

に賃貸価格を推奨するためにそのデータをすべて使用することを知りながら、RMSの独自の商業データを

RealPageに提供したという単純な争いの余地のない事実が、水平的合意の最も説得力のある証拠であると

判断する。そうすることで、RealPageは、RMSの顧客に対して、主に賃料を上げることで「市場を凌駕する」と

いう宣伝文句を実現しようとした。横並びの競合他社が同じことをすることで利益を得ることを知らずにデータ

をRealPageに提供することは、個々の被告の経済的自己利益にならないことは明らかである。別の言い方を

すれば、RealPageが競合他社の住戸の価格を推奨するために機密性の高い価格設定と供給データを提供

することは、被告が自社の住戸の価格設定において競合他社のデータから見返りの利益を得ていることを知

っている場合に限り、被告の経済的自己利益になる。」

“[T]he Court finds that the Multifamily Complaint's most persuasive evidence of horizontal agreement is

the simple undisputed fact that each RMS (Revenue Management Solutions) Client Defendant

provided RealPage its proprietary commercial data, knowing that RealPage would require the same

from its horizontal competitors and use all of that data to recommend rental prices to its competitors.

…In doing so, RealPage would make true its vow to its RMS clients to "outperform the market,"

primarily by increasing rent prices. It would clearly not be in any individual Defendant's economic self-

interest to contribute its data to RealPage without knowing that it would benefit from its horizontal

competitors doing the same. Put another way, the contribution of sensitive pricing and supply data for

use by RealPage to recommend prices for competitor units is in Defendants' economic self-interest if

and only if Defendants know they are receiving in return the benefit of their competitors' data in pricing

their own units.”
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「独占禁止法が、業界の価格安定や価格統制のために競合他社が競争上の機微情報を直接交換すること

を認めていないのと同様に、（そのために）介在するものを使ってビジネス上の機密情報の交換を促進する

ことも禁止している。その理由を理解するために、仮定の条件を少し変えてみよう。『アルゴリズム』という言

葉が出てくるところに、『ボブという名の男』という言葉だけを入れてください。ボブという名の男が、ある市場

の参加者全員から価格戦略の機密情報を収集し、そして全員にどのように価格をつけるべきかを指示する

ことはいいのだろうか？ボブという名の男がそれをするのがダメなら、アルゴリズムがそれをするのもダメだ

ろう。」

（元連邦取引委員会委員長 モーリーン・オールハウゼン）

“Just as the antitrust laws do not allow competitors to exchange competitive sensitive information

directly in an effort to stabilize or control industry pricing, they also prohibit using an intermediary to

facilitate the exchange of confidential business information. Let's just change the terms of the

hypothetical slightly to understand why. Everywhere the word 'algorithm' appears, please just insert

the words 'a guy named Bob.' Is it ok for a guy named Bob to collect confidential price strategy

information from all the participants in a market, and then tell everybody how they should price? If it

isn't ok for a guy named Bob to do it, then it probably isn't ok for an algorithm to do it either.”

(Former Federal Trade Commission Chair, Maureen Ohlhausen)
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「（本件において）被告側は、（近時の類似事案についての判断である）Gibson v. MGM Resorts International

（引用後掲）に基づいて、（それと同様に）本件訴訟を却下する旨の判断を求めていた。Gibson事件は、ある収

益管理システムについて、原告が『ラスベガスのホテルが、その宿泊料金を上げるために利用した』と主張した

事案であった。その申立ては、表面的には本件に近い類似性を示しているように見えるが、重要なのは細部で

ある。Gibson事件では、同裁判所が、被告ホテル側の却下の申し立てを認めるに当たり、「Hotel Operatorsに

対して生成される価格の推奨について、（競合他社の）機密情報が含まれているかどうかは不明である。ある

いは、各自の機密情報が、他の情報源からの公開情報と合わされる形で戻されているに過ぎなかったのかもし

れない。」と述べていた。本件では、被告RealPageの収益管理ソフトウェアが、そのアルゴリズムを通じて競合

他社の機密情報をメルティング・ポットのように入力し、その非公開の競合他社のデータに基づいて推奨価格を

提供していると明確に主張している。」

“Defendants urge the Court to dismiss this case based on a recent District of Nevada decision, Gibson

v. MGM Resorts International, 2023 U.S. Dist. LEXIS 190432, 2023 WL 7025996 (D. Nev. Oct. 24,

2023). Gibson concerned a revenue management system that the plaintiffs alleged was used by hotels

on the Las Vegas Strip to increase nightly room rates. …On their face, these allegations appear to offer

a close analogy to this case, but the devil is in the details. In granting the defendant hotels' motion to

dismiss, the court found that "it is unclear whether the pricing recommendations generated to Hotel

Operators include [competitors'] confidential information fed in; perhaps they only get their own

confidential information back, mixed with public information from other sources.“... Here, the Multifamily

Complaint unequivocally alleges that RealPage's revenue management software inputs a melting pot of

confidential competitor information through its algorithm and spits out price recommendations based on

that private competitor data[.]”
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 工業会会員中小事業者は価格転嫁方法についての知識や価格転嫁のた

めの算定等を行う人手不足などの事情から、価格転嫁の交渉の申入れが

なされず、価格転嫁が進まない状況が発生している。

〇 工業会が、原材料価格、エネルギー価格及び物流費それぞれについて、

新聞、ウェブサイト等で公表されている市況情報の推移を、統計データとして

取りまとめ、会員が当該データなどを用いて、コスト上昇分を価格転嫁するた

めの取引先に対する要請額を容易に算出することができる、算出手順例を公

表することは、独禁法問題とならない。

・ 工業会が当該算出手順を使用することを会員に強制するものではない。

・ 市況情報の推移の調査対象は、いずれも公表されているもの。

・ 公表される算出手順は、通常考えられる要請額の算出手順を例示する

ものに過ぎず、 具体的な価格等を示すものではない。

（参考） 事業者団体ガイドライン第２－ 1 0 －４（原価計算の一般的な方法の作成等）。

中小事業者の団体が、中小事業者に対して、原価計算や積算について標準的な項目を掲げた一般

的な方法を作成し、これに基づいて原価計算や積算の方法に関する一般的な指導又は教育を行うこ

とは、事業者間に価格等重要な競争手段の具体的な内容について共通の目安を与えるようなことの

ないものに限り、原則として独占禁止法上問題とならない

 落札した農産物出品者が非登録出品者であった場合、落札者は一

定の範囲を超えて仕入税額控除ができず、課税出品者である場合

よりも、落札者が納税する消費税の額は増加することになる。

〇 本件取組は、事業者団体が事業者として事業（競り）を行うもので

あるところ、特定の出品者に対し、取引の条件又は実施について、不

当に不利な取扱いをするものではないので、不公正な取引方法に当

たらない。

・本件取組は落札前に出品者が非登録出品者であることを出品情報

資料に明示することで、落札者の消費税の納税額を予見させるもので

合理的な理由がある。

・ また、課税出品者か非登録出品者の違いによって仕入税額控除が

可能となる範囲が異なることに伴う正当なコスト差が生じ得ることを示

すに過ぎないことから、非登録出品者の競争機能に直接かつ重大な

影響を及ぼすとまではいえない。
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〇 団体による自主規制活動である本件取組は独禁上問題とならない。

・ 本件取組により、工期の長期化・費用の高額化の可能性があることから

、競争制限的効果が見込まれるが、週休二日を前提とした工期と費用に基

づく見積書は、初回の見積書に限られ、それ以降の発注者等との交渉や契

約の内容を統一するものではなく、需要者の利益を不当に害しない。

・ 本件取組は、建設業における時間外労働上限規制の適用への対応とし

て、国が促している取組内容にも沿ったものであるため、社会公共的な目

的に基づく取組であり、当該目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内

のものである。

・ 会員間で不当に差別的な内容ではなく、また、連合会は、会員に対して

、本件取組の遵守を強制することはしない。

⇒ 競争制限効果は見込まれるが、社会公共目的達成のため合理的に必

要とされる範囲のものであることを勘案すると、競争の実質的制限には当

たらず、独禁法上問題とならない、との判断。

 当該工業製品の製造販売市場における2社の合計シェアは約 60％

〇 2社による原材料の共同購入は、原材料購入市場における競争を実質

的に制限しない。

・ 日本国内の原材料の購入市場における2社の合計シェアは10％未満

〇 2社による当該工業製品のＯＥＭ供給は 、同工業製品の製造販売市場

における競争を実質的に制限しない。

① 2社が当該工業製品の販売価格等をある程度自由に左右できる状況に

はない（cf.単独行動による競争制限）。

・ 当該工業製品の需要量は減少傾向にあるため、需要者からの競争圧力

が生じていること

・ 他に約30％のシェアを有する有力な競争事業者が存在すること

・ 当該工業製品よりも年間供給量が多い他の工業製品による隣接市場から

の競争圧力があること

② 2社は、本件取組開始後においても、それぞれ独自に当該工業製品を販

売し、互いの販売価格、販売数量、取引先等には一切関与しない（cf.協調的

行動による競争制限） 。

・ 2社は、互いに当該工業製品のＯＥＭ供給価格や製造数量等の情報が2

社の販売部門等に共有されないように情報遮断措置を講じる。



独占禁止法関連
 国内外の行政・刑事違反事件調査対応、不服申立て対応、関連する自主的社内調査対応（課徴
金減免申請、司法取引等の手続対応を含む）、事後的な法令遵守の維持向上のための措置・活
動対応

 M&A・業務提携等に関する分析検討、企業結合規制手続対応
 流通戦略、知財戦略等に基づく取引先との契約交渉、締結・履行等に際しての分析検討
 他事業者による違反事案対応（公正取引委員会に対する申告、民事提訴等）

セミナー開催／社内研修講師

M&Aにおける対象会社の独占禁止法リスクの検証

コーポレート法務関連
 有事対応に関する事後検証（再発防止策、役員責任等）
 コンプライアンス体制・内部統制システム整備
 適時開示対応

特殊な事業分野の独占禁止法適用除外

契約法務関連
 不公正な取引方法、下請法対応

広告審査

 景表法対応
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国内外のカルテル事案や流通戦略に基
づく取引行為・その他事業活動に対す
る独占禁止法違反（行政・刑事）の嫌
疑の調査／国内外の事業提携や企業結
合審査案件／第三者委員会の委員就任
など、有事対応への事後検証や再発防
止体制の立案策定／同法違反に起因す
る民事責任を巡る係争対応等。2016年2
月～17年3月：公正取引委員会「独占禁
止法研究会」会員（裁量型課徴金制度
を含む課徴金制度の在り方について）
／19年7月～競争法フォーラム常務理事
・事務局長／20年9月～日本弁護士連合
会司法制度調査会・商事経済部会副部
会長（独禁法関連担当）

向 宣明
MUKAI, Nobuaki

弁護士登録以来、談合・カルテル事件
について、リニエンシー・取消訴訟等
を常に手掛けるほか、企業結合・事業
提携に関する業務も取り扱う。談合・
カルテル等の企業不祥事を含む事件処
理や役員責任に関する相談も数多く経
験している。金融庁への出向経験を有
しており、企業開示や取引所関連の相
談にも対応する。
2009年4月～10年9月：金融庁総務企画
局市場課専門官
第一東京弁護士会総合法律研究所会計
・監査制度研究部会副部会長、同金融
商品取引法研究部会員

森口 倫
MORIGUCHI, Rin

1998年4月～2005年3月ソニー株式会社
勤務（法務部、知的財産渉外部他）
競争法フォーラム会員、第一東京弁護
士会総合法律研究所独禁法研究部会員
、同知的所有権法部会員 国内外の数
多くのカルテル・談合事案に携わり、
主にリニエンシーを含む当局対応や民
事賠償対応を手掛ける。クロスボーダ
ーの企業結合や不公正な取引方法に関
する案件の他、景表法、下請法等に関
する案件についても日常的にアドバイ
スを行っている。

小林 崇
KOBAYASHI, Takashi

弁護士登録以降、数多くの国内外の企
業に対して、談合・カルテル調査、国
内外の企業結合審査、流通・販売政策
や業務提携、知的財産権のライセンス
に関する助言等を行っている。プラン
トエンジニアリング、製薬、医療機器
といった取引分野に精通し、コーポレ
ートガバナンスや人事政策に関する相
談にも常時対応している。国内金融機
関法務部や公共設備エンジニアリング
企業法務部への出向経験も有する。

杉本 亘雄
SUGIMOTO, Nobuo

1982年4月公正取引委員会事務局入局／
2019年7月審査局長を最後に公正取引委
員会事務総局退官の後、同年12月桃尾
・松尾・難波法律事務所入所／04年4月
～07年6月官房国際課長として、また11
年8月～16年6月官房審議官（国際担当
）として海外競争当局等とのバイ・マ
ルチの業務を統括／11年1月～8月審査
局犯則審査部長として犯則事件を統括
／02年7月～04年4月取引部消費者取引
課長として景品表示法行政を担当

南部 利之
NAMBU, Toshiyuki

国内金融機関法務部、公共設備エンジ
ニアリング事業者法務部、海外ファッ
ションブランド事業者法務部への出向
経験がある。第一東京弁護士会総合法
律研究所独禁法研究部会員。
国内外カルテル事案のほか、契約法務
に関連して、不公正な取引方法に関す
るアドバイスや下請法、景表法等に関
する相談にも様々対応している。

石川 由佳子
ISHIKAWA,  Yukako 

第二東京弁護士会経済法研究会会員
外資系法律事務所在籍時より、国内外
の企業結合事案やカルテル・談合事案
に従事。労働法案件を数多く手掛け、
従業員による企業不祥事事案において
助言を行うほか、日常的に、景表法や
下請法等に関する助言も行っている。

橘川 裕樹
KIKKAWA, Hiroki

競争法フォーラム会員
国内外のカルテル・談合に関するリ
ニエンシー申請、民事賠償対応等に
携わる。デジタル・プラットフォー
ム分野を含む独禁法に関する相談や
、景表法・下請法に関する相談にも
日常的に対応している。刑事専門事
務所に在籍した経歴があり、経済事
件を含む刑事事件に関する豊富な経
験を有する。

田中 翔
TANAKA, Sho

パートナー

カウンセルアドバイザー
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